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衆
議
院
議
員
馳
浩
君
提
出
被
災
地
で
の
窃
盗
等
の
犯
罪
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

警
察
庁
の
統
計
に
よ
る
と
、
岩
手
県
、
宮
城
県
及
び
福
島
県
（
以
下
「
三
県
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
平
成
二
十
三
年
三

月
か
ら
六
月
ま
で
の
期
間
に
警
察
が
認
知
し
た
窃
盗
犯
の
総
件
数
は
一
万
千
百
二
十
九
件
、
そ
の
被
害
総
額
は
約
三
十
七
億

円
で
あ
り
、
ま
た
、
三
県
に
お
け
る
同
期
間
中
の
窃
盗
犯
の
検
挙
件
数
は
二
千
七
百
七
十
六
件
で
あ
る
（
こ
れ
ら
の
数
値
は
、

い
ず
れ
も
暫
定
値
で
あ
る
。
）
。

二
に
つ
い
て

警
察
庁
の
統
計
に
よ
る
と
、
三
県
に
お
い
て
平
成
二
十
三
年
三
月
か
ら
六
月
ま
で
の
期
間
に
警
察
が
認
知
し
た
窃
盗
犯
の

総
件
数
は
、
前
年
同
期
に
比
べ
減
少
し
て
い
る
が
、
「
空
き
巣
」
、
「
出
店
荒
し
」
、
「
Ａ
Ｔ
Ｍ
破
り
」
、
「
自
動
車
盗
」

等
の
手
口
に
よ
る
も
の
の
件
数
は
増
加
し
て
い
る
。

ま
た
、
三
県
に
お
い
て
平
成
二
十
三
年
三
月
か
ら
六
月
ま
で
の
期
間
に
警
察
が
窃
盗
犯
で
検
挙
し
た
者
の
う
ち
、
犯
行
時

の
居
住
地
が
三
県
以
外
で
あ
る
者
及
び
外
国
人
の
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
約
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
約
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

一



警
察
に
お
い
て
は
、
岩
手
県
警
察
、
宮
城
県
警
察
及
び
福
島
県
警
察
の
警
察
官
等
約
八
千
人
に
加
え
、
そ
れ
以
外
の
都
道

府
県
警
察
か
ら
一
日
当
た
り
最
大
約
四
千
八
百
人
の
警
察
官
等
を
三
県
に
派
遣
す
る
な
ど
し
、
組
織
を
挙
げ
て
、
行
方
不
明

者
の
捜
索
等
の
ほ
か
、
住
民
が
避
難
し
た
地
域
に
お
け
る
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動
の
強
化
や
検
問
の
実
施
、
犯
罪
発
生
時
の
初
動

捜
査
の
強
化
等
、
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
の
諸
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

れ
き

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
平
成
二
十
三
年
六
月
に
宮
城
県
警
察
に
お
い
て
震
災
後
の
瓦
礫
の
処
理
に
便
乗
し
て
廃

棄
物
の
不
法
投
棄
を
行
っ
た
者
を
検
挙
し
た
事
例
を
把
握
し
て
い
る
が
、
三
県
に
お
け
る
同
年
三
月
か
ら
六
月
ま
で
の
期
間

の
刑
法
犯
の
認
知
件
数
は
、
前
年
同
期
に
比
べ
減
少
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
の
発
生
以
来
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
に
基
づ
き
、
原
子
力
災
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
、
避
難
の
た
め
の
立
退
き
に
係

る
指
示
を
行
う
等
の
適
切
な
対
応
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
伴
い
避
難
し
た
者
が
受
け

た
窃
盗
等
の
被
害
に
係
る
賠
償
に
つ
い
て
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
に
基
づ
き
、
具

二



体
の
事
実
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

三


